
障害福祉サービス等の施設・事業者 都道府県等

障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内

障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告する義務があります

利
用
者

○障害福祉サービス等情報の公表
施設・事業者から報告された情報を
集約し、公表。

反
映

＜障害福祉サービス等情報＞

■ 基本情報
基本情報登録依頼書の内容

（例）法人／事業所 所在地 等

■ 詳細情報
法人／事業所等に関する事項 等
（例）財務諸表 等

■ 経営情報（追加 R7年 8月～）

必要に
応じて
調査

報告

○障害福祉サービス等情報の調査
新規指定時、指定更新時、虚偽報告が
疑われる場合などにおいて、
必要に応じ訪問調査を実施し、結果を公
表に反映。

閲覧
（インターネット）

障害福祉サービス等情報の報告手順について

手順1

基本情報登録依頼書をメールにてお送りください。（福岡市・北九州市・久留米市は各市にお問い合わせください。）

○ 県担当者が、情報公表システム（ワムネット）に法人・事業所の基本情報等を入力

手順2

○ 法人情報が初めてワムネットに登録された場合 ➡ 法人アドレスに、ログインID・パスワードが通知
＊ワムネットからの連絡用アドレスの登録/ログインID・パスワードは、１法人につき１つです。

情報公表システム（ワムネット）にログインし、詳細情報をご入力ください。

提出先メールアドレス： shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp (福岡県障がい福祉サービス指導室 指定係宛)

手順３

入力内容を確認後、【承認者へ申請する】を押してください。

○ 県担当者が、申請内容を確認し、承認します。
＊ 内容に不足等があれば、差し戻し ➡ 修正の上、再申請をお願いします。

：事業者が行う手続き

事業者

事業者

事業者

○ 情報公表システム（ワムネット）に公表されます。

【 ワムネットの操作説明書等】
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/

福岡県 障害福祉サービス等情報公表制度 検 索

事業者

県庁HP内

障がい福祉課の【障がい福祉事業所(報酬)】にあります。

※ 新規事業所・基本情報の変更・事業所の廃止 ➡手順１、 更新（既に基本情報登録済み）➡手順２からお願いいたします。

事業者

mailto:shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp

